
  

 
 

 

令 和 ５ 年 １ １ 月 １ 日 

海 上 保 安 庁 

日 本 財 団 

 

 

過去最大規模の「第３回世界海上保安機関長官級会合」を開催！ 

～ For Peaceful, Beautiful and Bountiful Seas ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 参加国・機関 

  ９６の海上保安機関及び関係機関等が参加。詳細は、別紙１をご覧ください。 

 

２ 日程 

  別紙２のとおり 

 

３ 会議の結果概要 

（１）会合運営ガイドライン 

   この会合をより機能的で持続可能な枠組みとするため、オンライン及びハイブリ   

  ット形式による会合を可能とするほか、開催場所等の決定方法を明確化するなどの 

  内容を含む、会合運営ガイドラインの改正案が支持されました。 

 

 

 

１０月３１日（火）及び１１月１日（水）、海上保安庁と日本財団は、「第３回

世界海上保安機関長官級会合」を東京で共催しました。過去最大となる９６の海上

保安機関等の代表が参加し、海上保安庁からは石井昌平長官が、日本財団からは笹

川陽平会長が出席し、石井長官が議長を務めました。 

 

会合においては、 

・ 世界の海上保安機関間の連携強化、対話拡大、世界中の知恵・技術・知識

の結集の重要性を想起 

・ 会合運営ガイドライン改正を支持し、もって会合を機能的、持続可能な枠

組みとして維持していく決意を確認 

・ 先進事例・経験・人材育成のための有益情報の共有のための専用ウェブサ

イトの構築・運用開始を支持 

・ 人材育成オンラインプログラムの教育効果の高い手法の追求及び継続実

施、専用ウェブサイトの活用を支持 

・ 自動/無人運航船等の先端技術の活用策について知見を深め、将来性・適用

可能性について認識 

などを内容とする議長総括を取りまとめました。 



（２）情報共有手法 

   各国における先進的な成功事例や経験、人材育成のための有益な情報などを共有  

  し、世界の海上保安機関間の情報共有及び能力向上を促進することを目的として構  

  築を進めてきた専用ウェブサイトについて支持されたことから、以後、同ウェブサ 

  イトの公式運用が開始されます。 

 

（３）海上保安国際人材育成 

 「新たな教育機会」として実施してきたオンラインプログラム（オンラインを活 

用した世界の海上保安機関等の職員が聴講できる基調講演・パネルディスカッショ

ン）について、取組状況及び評価の報告を行い、その有効性を確認するとともに、

今後、海上保安機関の教育機関等の専門家の出演を依頼するなど、より教育効果の

高い方法を追求しながら同プログラムを継続実施していくことについて支持され

ました。 

 また、今後、上記専用ウェブサイトに各海上保安機関の教育機関や研究所に関す

る情報を掲載するなどにより、内容を充実させることで、各海上保安機関の人材育

成に資するプラットフォームとして活用していくことについても支持されました。 

 

（４）先進的な取組みの発表 

 無人・自動運航船等の先端技術の活用策として、国際海事機関から無人・自動運

航船に係る議論の進捗について、日本財団から無人運航船プロジェクト

「MEGURI2040」の概要について、さらにはオーストラリア、フランス、ノルウェー、

イギリス及びアメリカから、それぞれ各国における取り組みなどについて発表があ

りました。また、ベストプラクティスとして、イタリアからパンデミックの教訓を

踏まえた次期感染症への備えについて、トルコから海上における非正規移民への対

応について、アジア海賊対策地域協力協定情報共有センターから海賊対策に係る地

域協力の強化について、それぞれ発表がありました。 

 

４ 議長総括 

  以上の議論について総括した上で、この会合がより多くの参加者を得てさらにグ

ローバルかつ有用なものになっていることを歓迎し、この枠組みを世界の海上保安

機関間の連携・協力のプラットフォームとして引き続き有効に機能させていく必要

性を確認するとともに、”the first responders and front-line actors”たる海

上保安機関等が直面する課題を克服し、”Peaceful, Beautiful and Bountiful 

Seas”（平和で美しい、豊かな海）を次世代に受け継ぐために、海上部門における共

通の行動理念への理解を深め、全世界の海上保安機関能力を向上させることが重要

であることを再認識したとして、議長総括としてとりまとめました。 

  詳細は、別紙３をご覧ください。 

 



No.
国・地域・国際機関

countries, regions, agencies
機関名

Oganization

1
日本

Japan
海上保安庁

Japan Coast Guard

2
アルジェリア民主人民共和国

People's Democratic Republic of Algeria
アルジェリア沿岸警備隊

Algerian Coast Guard

3
アルゼンチン共和国

Argentine Republic
アルゼンチン海軍

Naval Prefecture Argentine

4
オーストラリア連邦

Australia
オーストラリア国境警備隊／海上国境司令部
Australian Maritime Border Command

5
アゼルバイジャン共和国

Republic of Azerbaijan
アゼルバイジャン国家国境庁

Coast Guard of State Border Service

6
バハマ

Commonwealth of the Bahamas
バハマ国防軍

Royal Bahamas Defence Force

7
バーレーン王国

Kingdom of Bahrain
バーレーン沿岸警備隊

Bahrain Coast Guard

8
バングラデシュ人民共和国

People's Republic of Bangladesh
バングラデシュ沿岸警備隊

Bangladesh Coast Guard

9
ベルギー王国

Kingdom of Belgium
ベルギー沿岸警備隊

Belgian Coast Guard

10
ベナン共和国

Republic of Benin
ベナン海軍

Beninese Navy

11
ブラジル連邦共和国

Federative Reppublic of  Brazil
ブラジル海軍

Brazilian Navy

12
カンボジア王国

Kingdom of Cambodia
カンボジア国家警察

Cambodia National Police

13
カメルーン共和国

Republic of Cameroon
カメルーン海軍

Cameroon Navy

14
カナダ

Canada
カナダ沿岸警備隊

Canadian Coast Guard

15
チリ共和国

Republic of Chile
チリ海軍水路海洋局

Directorate General of the Maritime Territory and Merchant Marine

16
中華人民共和国

People's Republic of China
中国海警局

China Coast Guard

17
コロンビア共和国

Republic of Colombia
コロンビア海軍

Colombian Navy

18
コロモ連合

Union of Comoros
コロモ沿岸警備隊

Comoros Coast Guard

19
クック諸島

Cook Islands
クック諸島警察

Cook Islands Police

20
コスタリカ

Republic of Costa Rica
コスタリカ沿岸警備隊

Costa Rica National Coast Guard Serice

21
ジブチ共和国

Republic of Djibouti
ジブチ沿岸警備隊

Djibouti Coast Guard

22
エクアドル共和国

Republic of Ecuador
エクアドル海軍

Ecuadorian Navy

23
エジプト・アラブ共和国

Arab Republic of Egypt
エジプト海軍

Egyptian Navy

24
エルサルバドル共和国

Republic of El Salvador
エルサルバドル海軍

Salvadorean Navy

25
エストニア共和国

Republic of Estonia
エストニア国境警備隊

Estonian Police and Border Guard Bosrd

26
フィジー共和国

Republic of Fiji
フィジー国軍

Republic of Fiji Military Forces

27
フランス共和国

French Republic
フランス海洋事務総局

General Secretariat for the sea

28
ジョージア
Georgia

ジョージア内務省国境警察／沿岸警備隊
Georgian Coast Guard of the MIA Border Police of Georgia

29
ガーナ共和国

Republic of Ghana
ガーナ海事局

Ghana Maritime Authority

30
グアテマラ共和国

Republic of Guatemala
グアテマラ国防軍

National Defense of Guatemala

31
ガイアナ共和国

Republic of Guyana
ガイアナ国防軍

Guyana Defence Force

32
ハイチ共和国

Republic of Haiti
ハイチ海運課

Service Maritime and Navigation of Haiti

参加国・地域・機関
Partcipating countries, regions, agencies
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33
ギリシャ共和国

Hellenic Republic
ギリシャ沿岸警備隊

Hellenic Coast Guard

34
アイスランド
Iceland

アイスランド沿岸警備隊
Icelandic Coast Guard

35
インド共和国

Republic of India
インド沿岸警備隊

Indian Coast Guard

36
インドネシア共和国

Republic of Indonesia
インドネシア沿岸警備隊

Indonesia Coast Guard Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

37
イラン・イスラム共和国

Islamic Republic of Iran
イラン沿岸警備隊

Coastal Guard of I.R. Iran

38
イタリア共和国

Italian Republic
イタリア沿岸警備隊

Italian Coast Guard (Minstry of infrastructure and transport)

39
ジャマイカ
Jamaica

ジャマイカ沿岸警備隊
Jamaica Defence Force Coast Guard

40
ヨルダン
Jordan

ヨルダン海軍
Royal Jordanian Navy

41
ケニア共和国

Republic of Kenya
ケニア沿岸警備隊

Kenya Coast Guard Service

42
キリバス共和国

Republic of Kiribati
キリバス警察

Kiribati Police Service

43
大韓民国

Republic of Korea
韓国海洋警察庁

Korea Coast Guard

44
ラトビア共和国

Republic of Latvia
ラトビア国境警備隊

State border guard of the Republic of Latvia

45
リトアニア共和国

Republic of Lithuania
リトアニア国境警備隊

State Border Guard Service

46
マダガスカル共和国

Republic of Madagascar
マダガスカル海軍

Malagasy Naval Force

47
マレーシア
Malaysia

マレーシア海上法令執行庁
Malaysian Maritime Enforcement Agency

48
モルディブ共和国

Republic of Maldives
モルディブ沿岸警備隊

Coast Guard, Maldives National Defence Force

49
マルタ共和国

Republic of Malta
マルタ国軍

Armed forces of Malta

50
メキシコ合衆国

United Mexican States
メキシコ海軍

Secretariat of the Navy

51
ミクロネシア連邦

Federated States of Micronesia
ミクロネシア国家警察

Department of Justice

52
ナウル共和国

Republic of Nauru
ナウル警察

Nauru Police Force

53
オランダ王国

Kingdom of the Netherlands
オランダ沿岸警備隊

Netherlands Coastguard

54
ニュージーランド
New Zealand

ニュージーランド王立海軍
Royal New Zealand Navy

55
ナイジェリア連邦共和国

Federal Republic of Nigeria
ナイジェリア海事安全庁

Nigerian Maritime Administration and Safety Agency

56
ノルウェー王国

Kingdom of Norway
ノルウェー沿岸警備隊

Norwegian Coast Guard

57
オマーン国

Sultanate of Oman
オマーン王立警察沿岸警備隊

Royal Oman Police Coast Guard

58
パキスタン・イスラム共和国

Islamic Republic of Pakistan
パキスタン海上保安庁

Pakistan Maritime Security Agency

59
パラオ共和国

Republic of Palau

司法省/海上保安・魚類野生動物保護部
Division of Maritime Security & Fish and Wildlife Protection, Ministry

of Justice

60
パプアニューギニア独立国

Indepaendent State of Papua New Guinea
パプアニューギニア国軍

Papua New Guinea Defence Force

61
パラグアイ共和国

Republic of Paraguay
パラグアイ海軍

Paraguayan Navy

62
ペルー共和国

Republic of Peru

ペルー沿岸警備港務総局
General Division of the Captaincies and Coast Guard - Peruvian

Maritime Authority

63
フィリピン共和国

Republic of the Philippines
フィリピン沿岸警備隊

Philippine Coast Guard

64
ポーランド共和国

Republic of Poland
ポーランド国境警備隊

Polish Border Guard

65
ポルトガル共和国

Portuguese Republic
ポルトガル海事局

General Directorate of the Maritime Authority

66
カタール国

State of Qatar
カタール沿岸警備隊

Qatar Coast Guard
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67
ルーマニア
Romania

ルーマニア国境警備隊
General Inspectorate of Romanian Border Police

68
セントクリストファー・ネービス

Saint Christopher and Nevis
セントクリストファー・ネービス沿岸警備隊

St Kitts Nevis Defence Force Coast Guard

69
セントビンセント及びグレナディーン諸島
Saint Vincent and the Grenadines

セントビンセント及びグレナディーン諸島沿岸警備隊
St. vincent and the Grenadines Coast Guard

70
サモア独立国

Independent State of Samoa
サモア警察

Ministry of Police, Peisons and Correction Services

71
セネガル共和国

Republic of Senegal

セネガル海上保安・救助・環境調整担当高等庁
High Authority for the Coordination of Maritime Safety, Maritime

Security and the Protection of the Marine Enviroment （HASSMAR）

72
セーシェル共和国

Republic of Seychelles
セーシェル国防軍

Seychelles  Defence Forces

73
シエラレオネ共和国

Republic of Sierra Leone
シエラレオネ海事局

Sierra Leone Maritime Administration

74
シンガポール共和国

Republic of Singapore
シンガポール警察沿岸警備隊

Singapore Police Force, Police Coast Guard

75
ソマリア連邦共和国

Federal Republic of Somalia
ソマリア沿岸警備隊

Somali Coastguard Recourses & Resaerch Centre　(SCRRC)

76
南アフリカ共和国

Republic of South Africa
南アフリカ海上安全局

South African Maritime Safety Authority

77
スペイン王国

Kingdom of Spain
スペイン治安警察

Civil Guard Maritime Service (Guardia Civil)

78
スリランカ民主社会主義共和国

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
スリランカ沿岸警備隊

Sri Lanka Coast Guard

79
タイ王国

Kingdom of Thailand
タイ海上法令執行調整センター

Thai Maritime Enforcement Command Center

80
東ティモール民主共和国

The Democratic Republic of Timor-Leste
東ティモール海洋警察

Timor -Leste Maritime Police

81
トリニダードトバコ

Republic of Trinidad and Tobago
トリニダードトバゴ沿岸警備隊

Trinidad and Tobago Coast Guard

82
トルコ共和国

Republic of Turkey
トルコ沿岸警備隊

Turkish Coast Guard

83
ウクライナ
Ukraine

ウクライナ国境警備隊
State Border Guard Service of Ukraine

84

英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）
United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland

英国海事沿岸警備庁
Maritime Coast Guard Agency

85
アメリカ合衆国

United States of America
米国沿岸警備隊

United States Coast Guard

86
ベトナム社会主義共和国

Socialist Republic of Viet Nam
ベトナム沿岸警備隊

Vietnam Coast Guard

87
香港

Hong Kong
香港警察

Hong Kong Police Force

88
欧州連合

European Union
CRIMARIO Ⅱ ・ ESIWA

89

90

91

92

93

94

95

96

バリプロセス
Bali Process

欧州漁業管理庁
European Fisheries Control Agency

国連薬物犯罪事務所
United Nations Office on Drugs and Crime(UNDOC)

アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター
ReCAAP Information Sharing Centre

欧州海上安全庁
European Maritime Safety Agency

インド洋委員会
Indian Ocean Commission

欧州国境沿岸警備庁
European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX)

国際海事機関
International Maritime Organization



Monday, 30th Oct 

-18:00 参加者到着・レジストレーション ホテルニューオータニ

18:30-20:00 歓迎レセプション 鳳凰/ホテル宴会場階

Tuesday, 31st Oct 

09:00-09:40 開会

芙蓉/ホテル宴会場階09:40-10:00 プレナリー１ イントロダクション

10:00-10:25 議題１ 会合運営ガイドライン

10:25-10:45 コーヒーブレイク 芙蓉前室

10:45-11:15 議題２ 情報共有手法
芙蓉

11:15-11:55 議題３ 海上保安国際人材育成

12:00-13:30 昼食 鳳凰

13:30-14:50
議題４ 先進的な取り組み
1. 無人・自動運航船の活用

芙蓉

14:50-15:10 コーヒーブレイク 芙蓉前室

15:10-16:25

議題４ 先進的な取り組み（続き）
1. 無人・自動運航船の活用（続き）
2.ベストプラクティス

芙蓉

16:25-16:45 コーヒーブレイク 芙蓉前室

16:45-17:30 議長からのコメント 芙蓉

Wednesday, 1st Nov 

09:00-09:30 プレナリー２ 議長総括
芙蓉

09:30-11:00 各国コメント・閉会

11:30-13:00 昼食 鳳凰

13:00-16:30 エクスカーション

18:30-20:00 フェアウェルレセプション 八芳園

Thursday, 2nd Nov 

帰国

3rd COAST GUARD GLOBAL SUMMIT
30th October– 2nd November, 2023 in Tokyo, JAPAN 別紙２



 

 

第３回世界海上保安機関長官級会合議長総括（仮訳） 
２０２３年１０月３１日・１１月１日、於東京 

 

1. アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパ及びオセアニアの海上
保安機関、海上保安機能を有する機関、海上保安機能に責任を持

つ国際機関または地域機関及び関連を有する機関（以後：海上保

安機関等と称す）の長は、２０２３年１０月３１日、１１月１日
に東京で開催された第３回世界海上保安機関長官級会合（以後：

世界長官級会合と称す）に出席した。今回の世界長官級会合の議

長は日本国海上保安庁、石井昌平長官が務めた。 

2. 海上保安機関等の長は、海洋の安全及び平和そして美しい海洋環

境は、国際社会の幸福と繁栄に不可欠なものであることを再確認

した。 

3. 海上保安機関等の長は、海上における人命の安全の確保、遭難と

災害対応の準備、海洋環境保全、そして国際海洋法を前提とした、

海洋における法の支配に基づく海洋秩序の確保は、世界中の人々
が安心して海を利用し様々な恩恵を享受するための不可欠な基盤

であることを再確認した。 

4. 海上保安機関等の長は、第１回の世界長官級会合で確認した、世
界の海上保安機関等の間における既存の地域枠組みを越えた連携

の強化や対話の拡大の重要性、また、世界が直面している課題を

克服するための世界中の地域の知恵と専門的技術そして知識を結
集することの重要性を想起した。 

5. 海上保安機関等の長は、国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）に含

まれる世界的な気候変動、環境に対する影響、IUU 漁業、組織犯罪
による社会的な不安定、感染症パンデミック、新技術活用等に起

因する航行環境の変化といった、今日世界が直面する課題に広く

対応する必要があり、かつ、喫緊の課題であると再認識した。 

6. 海上保安機関等の長は、先駆的な知見・経験を有する機関や組織

からの発表を通じて、MASSを含む自動運航技術に関し、ルールの

検討状況、技術開発の進捗、海上保安機関における活用事例等に
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ついての理解を深めた。また、新型コロナウイルス感染症パンデ
ミックの経験を踏まえた次期感染症への備え及び非正規移民とい

った正に直面しているまたは予想される課題への対処の重要性に

ついても再認識した。さらに、人類共通の普遍的脅威である海賊
及び船舶に対する武装強盗について、引き続き脅威であり続けて

おり、継続的かつ協力的な対応が不可欠であることを再確認した。 

7. 海上保安機関等の長は、第２回世界海上保安機関実務者会合（以
後：世界実務者会合と称す）及びコレスポンデンスグループによ

る会合での議論を経て報告された「会合運営ガイドライン」改正

案を支持した。また、改正後のガイドラインを適切に運用し、世
界長官級会合を機能的、持続可能な枠組みとして維持していくと

の決意を確認した。 

8. 海上保安機関等の長は、第 2 回世界実務者会合及びコレスポンデ
ンスグループによる会合での議論を経て報告された、先進的な成

功事例や経験、海上保安国際人材育成のための有益な情報などを

共有するための「世界長官級会合ウェブサイト」について、その
構築完了を確認し、運用開始を支持した。 

9. 海上保安機関等の長は、第 2 回世界長官級会合で提案された「新

たな教育機会」が重要であることを再認識するとともに、第 2 回
世界実務者会合及び海上保安国際人材育成コアメンバーによる議

論を経て実施している「オンラインプログラム」について、世界

中から参加者を得ながら回数を重ねて行われている現状を踏まえ、
その有用性を確認するとともに、より教育効果の高い実施方法を

追求しつつ、継続実施することについて支持した。また、海上保

安機関等の長は、海上保安国際人材育成のため、世界長官級会合
ウェブサイトの活用策について支持した。 

10. 海上保安機関等の長は、次回会合に関し、会合運営ガイドライン

の改正を踏まえ、一定の検討期間を設けた上で、同期間中にサポ
ート事務局を含む関係国間で調整することを支持した。 

11. 海上保安機関等の長は、世界長官級会合がより多くの参加者を得

て、さらにグローバルかつ有用なものになっていることを歓迎し



 

 

た。また、第 3 回世界長官級会合の成果としての「会合運営ガイ
ドラインの改正」「ウェブサイトの構築」「海上保安国際人材育成

のためのオンラインプログラムに係る実施方針」により、本会合

がこれまで以上に機能的かつ持続可能なものとなったことを認識
し、世界の海上保安機関間の連携・協力のプラットフォームとし

て引き続き有効に機能させていく必要性を確認した。加えて、the 

first responders and front-line actors たる海上保安機関等が
直面する課題を克服し、 Peaceful, Beautiful and Bountiful 

Seasを次世代に受け継ぐためには、海上部門における共通の行動

理念への理解を深め、全世界の海上保安能力を向上させることが
重要であると再認識した。 

12. この総括は、参加した海上保安機関等の長の全会一致の支持を受

けて第 3回世界長官級会合の議長によって作成された。 
 


